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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主をはじめとした利害関係者の立場を踏まえ、経営の透明性、公平性、健全性を確保した上で、持続的な企業価値の向上を図っていく
ことを経営の最重要課題と捉えております。コーポレート・ガバナンスの強化に資する各種施策の実行により、株主やその他利害関係者の方々と
の強固な信頼関係を築いてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－１．取締役会の役割・責務（１）】

補充原則４－１（３）

当社は、後継者の問題は重大な経営課題と考えており、今後取締役会や任意のGP指名・報酬委員会及び代表取締役直轄の戦略部隊を通じてグ
ループ全体として適切に検討し、実行していきたいと考えております。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－11（３）

当社では、原則毎月１回以上取締役会を開催し、重要案件の審議・決議を行っております。また、資料をあらかじめ配付あるいは説明のうえ、取締
役会では十分な審議時間を確保して活発な議論を通じて、経営課題について十分な検討を行っております。

具体的な取締役会全体の実効性の分析・評価については、現段階では行っておりませんが、今後、各取締役の自己評価等を参考に分析、評価を
行い、その結果の概要を毎年開示することを検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

＜政策保有株式に関する基本方針＞

当社は、重要な仕入先、販売先、資金調達先その他主要な取引先等との安定かつ長期的な取引関係の維持・強化、業務提携、情報共有等が、
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるという観点から、投資額と期待収益、保有リスク、関連事業戦略の重要性等を総合
的に勘案し、必要と判断した場合に、上場株式を保有します（以下、「政策保有株式」）。なお、政策保有株式の取得に関しては、投資額1千万円以
上のものは取締役会での承認を必要としています。また、取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、保有目的の適切性に加えて、保有
に伴う投下資本、便益及びリスクと投資コストとの関係等を定量的に検証し、保有意義の見直しを行っております。なお、継続して保有する必要が
ないと判断した株式については、売却を進めるなど政策保有株式の縮減に努めております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社では関連当事者間の取引（取締役の競業取引、主要株主や取締役と会社間の取引等）を行う際は、取締役会での審議・決議を要することと
しております。また、取引については株主総会招集通知や有価証券報告書で開示しております。

　

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金運用機関
に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、適切な資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めてまいります。

【原則３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社はホームページに経営理念、開示方針等を掲載しております。また第２四半期、第４四半期決算時に発行する株主通信（株主様へのご案内）
に経営理念や事業戦略の指針、総還元性向の経営指標等の情報を開示しております。その他、IR関連の説明資料等でも各種情報の開示を行っ
ております。

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書等にて開示しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

・方針

経営陣幹部、業務執行を行う取締役は職位に応じた報酬を設定し、会社業績と連動する指標を定めています。報酬は、基本報酬と会社業績に連
動した変動報酬による構成とし、変動報酬は設定した業績指標と報酬を連動させた業績連動報酬としています。業務執行から独立した立場にある
監査等委員である取締役は、会社業績と連動する変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの構成としています。（取締役の報酬額等の総額
については当社株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております）。

・手続

取締役会の諮問機関として、GP指名・報酬委員会を設置しています。同委員会は、上記方針に従って、取締役の報酬の仕組みと水準を審議し、
取締役会に答申することで、報酬決定プロセスの透明性及び会社業績並びに世間水準等から見た個別報酬の妥当性を担保しています。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続



・選任・指名の方針

取締役会は、各々次の方針に従って選任・指名を行っています。

・経営陣幹部は、高度な業務知識と豊富な業務経験、リーダーシップがあること、法令を遵守し、透明性を持って業務執行を行えること、当社の企
業価値の最大化に資する人材であること

・取締役候補は、経営者としての経験、見識、当社への貢献があること、当社の企業価値の最大化に資する人材であること

・監査等委員である取締役候補は、経営を監督するために必要な経験、見識があり、取締役の職務執行を適切に監督・監査できること、当社独自
に定めた独立性の基準に準拠すること

・選任・指名の手続

取締役会の諮問機関として、GP指名・報酬委員会を設置しています。同委員会は、上記方針に従って、取締役候補の指名及び経営陣幹部の選
任に関し、審議の上、取締役会に答申することで、取締役候補の指名及び経営陣幹部の選任の妥当性及び決定プロセスの透明性を担保してい
ます。

・解任の方針と手続

経営陣幹部及び取締役の解任に当たっては、その任務遂行に著しく困難な事情が生じた場合、客観性及び透明性を高めるためにGP指名・報酬
委員会の審議及び助言・提言を踏まえ、取締役会により決定いたします。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

社外を含む取締役候補者の経歴、選任理由については、株主総会招集通知参考書類に記載しております。

【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】

補充原則４－１（１）

取締役会では、法令及び定款に定められた事項を含み、適法且つ迅速に、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資する重要
事項に対する適切な意思決定を行っております。取締役会の決議事項は取締役会規程にて具体的に定めております。また、職務権限規程（職務
権限表）において、金額等の量的基準及び質的基準に基づき、取締役会、各種委員会、代表取締役、管掌取締役・執行役員、部門長等の意思決
定機関または意思決定者の決裁、審議、承認、諮問・協議等に関する権限を明確にしております。

　

【原則４－８．独立社外役員の有効な活用】

当社は監査等委員会設置会社となっており、独立社外取締役を４名選任しております。監査等委員会及び取締役会にて独立した中立な立場での
意見を踏まえた議論を可能にしています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件や東京証券取引所が定める基準に加え、事業会社経営者としての十分な経験に基づく見
識または会社法・会計分野等の高度な専門知識を持ち合わせており、中立・客観的見地からの的確な助言が果たせることを選任の基本方針とし
ております。

また、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取締役に指定しております。
当社の社外取締役の独立性判断基準は、株主総会招集通知にも記載しております。

【原則４－11．取締役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－11（１）

当社の取締役会構成は、年齢、性別、国籍等に捉われず、取締役会の業務執行と監査・監督機能が十分に発揮されるよう、経営に資する様々な
知識・経験・能力やグローバルな視点において、バランスの取れたものとすることを基本方針としております。取締役会は、当社の規模及び事業内
容に鑑み、取締役会が高い実効性を発揮できる構成と規模を維持します。また、取締役の選解任に関する方針は原則３－１（４）の通りです。

補充原則４－11（２）

事業報告及び株主総会参考書類において、各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職の状況を開示しております。現段階では、当社の社外取
締役の兼職の状況は合理的な範囲にとどまっていると認識しております。業務執行取締役については全員当社グループ以外の役員は兼任してお
らず、取締役の業務に専念できる体制となっております。

【原則４－14．取締役のトレーニング】

補充原則４－14（２）

当社では、取締役の役割や責務については、就任時を中心に外部セミナー出席等で研修を行うとともに、法令等のアップデートは社内の担当部
署等から説明をしております。また、会社の事業、財務、組織等に関する知識については、取締役会において行われる業務執行取締役やグルー
プ責任者等からの担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告や責任者社内会議を通して習得しております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下の通りです。

・ＩＲ担当部署である広報・CSR・IR部を中心に、管理及び事業部門等との情報共有により有機的な連携を図っております。

・決算発表後には、機関投資家、アナリストからの電話取材や個別面談を実施しており、その結果につきましては、適宜ＩＲ担当者から、トップマ
ネージメントにフィードバックしております。・個人投資家、機関投資家、アナリストとは、持続的な成長に関する観点を重視しながら、インサイダー
情報の管理に留意し、対話するよう努めております。

・個人投資家、機関投資家からの対話（面談）の申込みに対しては、当社株式の保有有無及び目的、保有期間、面談理由を勘案し、合理的な範
囲で取締役等が対応しております。

・機関投資家向けに当社の経営方針等についてより理解を深めていただくため、事業戦略説明会や決算説明会等のラージミーティング開催を検
討しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニー株003口 再信託受託者 資産管理サービス信託

銀行株式会社
2,234,820 14.23



株式会社ケイエムエフ 1,025,000 6.52

ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤ ＳＴＯＣＫ ＦＵＮＤ （ＰＲＩＮＣＩＰＡＬ ＡＬＬ ＳＥＣＴＯＲＳＵＢ

ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ）（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）
974,300 6.20

株式会社エスグラントコーポレーション 900,500 5.73

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 663,900 4.22

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 きらぼし銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託

銀行株式会社
623,800 3.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 594,500 3.78

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 496,860 3.16

中山 邦子 374,500 2.38

株式会社みずほ銀行（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 370,326 2.35

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松山 遙 弁護士

戸川 清 他の会社の出身者

手塚 仙夫 公認会計士 △

坂倉 裕司 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松山 遙 ○ ○ ―――

弁護士として専門知識・経験等を有し、客観的
な見地から適切なアドバイスが

期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバ
ナンスの一層の強化につなが

るものと判断したためであります。



戸川 清 ○ ○ ―――

機能材料、先端部品・システムメーカーの営業
責任者、経営戦略責任者や大学講師としての
幅広い経験と卓越した見識に基づき、当社の
経営を監督・監査していただくことが、当社の
コーポレート・ガバナンスの一層の強化につな
がるものと判断したためであります。

手塚 仙夫 ○ ○
等松・青木監査法人(現有限責任監査法
人トーマツ)に1972年から2013年まで勤務

公認会計士として専門知識・経験等を有し、客
観的な見地から適切なアドバイスが期待できる
とともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一
層の強化につながるものと判断したためであり
ます。

坂倉 裕司 ○ ○ ―――

総合商社の財務関連業務執行者、証券会社の
経営者、そしてＭ＆Ａアドバイザリーファームの
最高財務責任者としての長年にわたる実務経
験と培った各種見識を有することから、当社の
経営を監督・監査していただくことが、当社の
コーポレート・ガバナンスの一層の強化につな
がると判断したためであります。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 6 2 2 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締

役及び使用人の有無
あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は監査等委員会と協議のうえ、監査の充実を図るため、監査等委員の職務を補助する使用人を置いております。なお、監査等委員会の職務
を補助すべき使用人の監査等委員会事務局への配属に際して、専任の使用人のほか他の取締役（監査等委員である取締役を除く）の直接の指
揮命令を受けない使用人を選出することで、他の取締役からの独立を確保しております。また、当該使用人の異動、評価等については、監査等委
員会の意見を尊重するものといたします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人との定期的な打合わせや監査講評会等への出席を通じて、監査活動の把握と意見交換などの相互連携を行い、監
査等委員会の活動の効率化と質的向上を図っております。

また、監査等委員会は、内部監査を実施する内部監査室から監査の計画及び結果について適時に報告を受ける等、内部監査部門との効率的な
監査を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

ＧＰ指名・報酬委員
会

4 0 4 0 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

ＧＰ指名・報酬委員
会

4 0 4 0 0 0
社内取
締役

補足説明



取締役及び執行役員の指名や報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポ
レート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、「GP指名・報酬委員会」を設置しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業務執行取締役に対し設定した業績指標の達成度に応じて報酬を決定する業績連動報酬を導入し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高
め、企業価値向上を図ります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、全取締役の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（１）報酬制度の目的

取締役の報酬は、会社業績との連動性を高めた報酬体系を基本とし、業績や企業価値の向上に対する士気を一層高めることを目的としていま
す。

（２）報酬の構成

報酬は、基本報酬及び変動報酬により構成されています。

変動報酬は、業績指標と報酬を連動させた業績連動報酬としています。

（３）報酬決定のプロセス

取締役会の諮問機関として、GP指名・報酬委員会を設置しています。

同委員会は、取締役の報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申することで、報酬決定プロセスの透明性並びに会社業績及び世間水準等
から見た個別報酬の妥当性を担保しています。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役をサポートする専属の担当部署は設置しておりませんが、必要に応じて関係部署が社外取締役をサポートする体制を取っておりま
す。内部監査室及び内部統制部門並びに会計監査人との情報交換の促進等、社外取締役による経営の監督・監査が十分に機能する体制構築を
図っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（取締役及び取締役会）

当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）６名と監査等委員である取締役６名（内、社外取締役４名）で構成されております。
定例の取締役会を毎月１回、必要に応じ臨時取締役会を開催し、具体的な付議報告基準のもと、重要事項の審議・決定を行っております。取締役



会への報告事項及び審議事項に関しては、各種委員会を設置し、国内外子会社を含む各事業部門の重要な意思決定に係る事項が漏れなく上程
される運営を図っております。

（監査等委員会）

当社の監査等委員会は、社内取締役を委員長とし、取締役６名（内、社外取締役４名）で構成されております。監査等委員会は、会社の健全な発
展と社会的信頼の維持向上を図るため、公正で客観的な監査を行うことを目的に、原則毎月１回、必要に応じて臨時で開催しております。また、監
査等委員は、取締役会及びグループの重要な会議に出席するとともに、取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員ならびにグループ執
行役員等の経営幹部との十分な意思疎通を図り、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めております。また、グループ監査役
連絡会を原則毎月１回開催し、当社及び当社グループ全体の監査の実効性を高める体制を採っております。さらに、より効果的かつ適正な監査・
監督を行うため、会計監査人及び内部監査部門との連携を密にし、取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行について、より厳正な監
査・監督を行っております。

（責任限定契約の内容の概要）

当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、株主をはじめとした利害関係者の立場を踏まえ、経営の透明性、公平性、健全性を確保した上で、持続的な企業価値の向上を図っていく
ことを経営の最重要課題と捉えております。コーポレート・ガバナンスの強化に資する各種施策の実行により、株主やその他利害関係者の方々と
の強固な信頼関係を築いてまいります。

この方針を実現するため、当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図る目的で、2018年６月26日開催の定時株主総会の承認をもって、監査
等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、内部統制システムを利用した組織的監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行
の監査・監督を行い、監査等委員である取締役が、取締役会における議決権を有するほか、取締役（監査等委員である取締役を除く）の選解任や
報酬について株主総会において意見を述べる権限を有することで、業務執行取締役へのモニタリング機能を最大限に発揮してまいります。また、
2019年4月1日に事業持株会社から純粋持株会社へ移行し、グループ戦略の企画・推進機能とガバナンス機能を司る一方、各種委員会を設置し、
国内外グループ会社の重要事項の審議、取締役会への付議・報告事項の欠落の防止を担保、及び監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制
の充実を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 東証に発送日の２営業日前に提出

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使制度を導入

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加

招集通知（要約）の英文での提供

招集通知の発送日の２営業日前に公式ホームページに掲載

　日本語HP　https://www.restargp.com/

　英語HP　　 https://www.restargp.com/

東証、議決権電子行使プラットフォームに提出

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
公式ホームページの投資家情報サイトに、決算短信・有価証券報告書・株主
通信・決算補足説明資料等を掲載

（URL：https://www.restargp.com/）

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当部署：広報・CSR・IR部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーの立場の尊重に関連した「行動規範」を策定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、環境エネルギー事業において、再生可能エネルギーの導入及び普及に向けた取
り組みを推進しております。また、植物工場事業においては、安心・安全な野菜の安定供
給を通じた地方の活性化と業務用・加工用市場に向けた植物工場産野菜の大量供給体制
の確立に努めております。さらに、現在稼働しております５工場全てにおいて、「食品安全」
「労働環境」「環境保全」を通じて食の安全と持続可能な生産活動を実行する優良企業に
与えられる世界共通ブランドGLOBALG.A.P.を取得しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「行動規範」において自らの活動について適時適切な情報提供を行うことを定めておりま
す。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、法令、定款及び行動規範に基づき、適正な業務執行を確保するための体制として「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定
め、継続的な整備・運用を実施します。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）法令、定款、規程、企業倫理を遵守した行動をとるための「レスターグループ行動規範」を定め、これを遵守することを全取締役及び全従業員
に徹底させる。

（２）「レスターグループ行動規範」の遵守を確保する体制として、「コンプライアンス委員会」を設置し、適正な対応に努める。

（３）内部通報制度の整備・運用によって、レスターグループ行動規範の違反を早期に把握し、速やかに問題解決できるような体制を構築する。

（４）反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応するための体制を構築する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、当社の「情報・文書管理規程」に従い適切に保存及び管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び子会社は「リスク管理規程」にもとづき、各社各部門においてリスクの識別・評価・対応を行うと共に、各種委員会・会議等を開催しモニタ
リングを行う。また、重要度に応じて、親会社の取締役会等へ報告する体制を構築する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制として、各社の取締役会をそれぞれ定例的に開催するほか、必要に応じて
適宜開催する。また、重要事項については事前に各種委員会で審議した上で、決議機関に上程することで職務執行の効率性を確保する。

（２）取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織・業務分掌規程」及び「職務権限規程」に従い、所属長がその責任範囲と権限において
執行する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社における業務の適正を確保するため、「子会社管理規程」にしたがい、当社への決裁、報告を行うほか、毎月、重要な子会社にお
ける取締役会決議、及び重要な報告を親会社の取締役会において報告する。また内部監査室が子会社について内部監査を行い、子会社におけ
る業務の適正を確保する。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）当社は、監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する。また、監査等委員会は必要に応じて内部監査室
に調査の依頼をすることができる。

（２）調査の依頼をする場合、監査等委員会の監査業務を補助する範囲内において、内部監査室の指揮命令権限は監査等委員会に帰属するもの
とし、取締役及び他の従業員はその権限を有しない。

（３）内部監査室は監査等委員会との連携をとることを「内部監査規程」に定める。

　・内部監査室は監査計画立案にあたって事前に監査等委員会と十分協議する。

　・監査結果について、社長に報告するとともに、監査等委員会及び内部統制委員会へ報告する。

７．取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

当社の取締役、執行役員及び従業員並びに子会社の取締役、執行役員、従業員及び監査役は、以下の事項を発見した場合に監査等委員会に
報告を行う。

　・子会社の取締役会にて決議又は報告した事項

　・会社に著しい損害を及ぼした事実、又は及ぼすおそれのある事実

　・法令及び定款等に違反をする行為、又は違反するおそれがある行為

　・その他、会社の業績に影響を与える重要な事項

　・監査等委員会から報告及び資料の提出を求められた事項

８．監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

当社及び子会社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保する体制を構築
する。

９．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還の手続き、その他の当該職務の執行について生じた費用又は
債務の処理については、監査等委員の請求に従い速やかに行い得る体制を構築する。

１０．その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等委員会は、会計監査人と密接に連携するとともに、必要に応じ当社の取
締役及び執行役員、並びに子会社の取締役等と会合を持ち、経営方針の確認や会社を取り巻くリスクや課題について、意見交換を行う。

１１．財務報告の信頼性その他適正な内部統制を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性の確保及び「内部統制報告書」の有効かつ適切な開示のために、財務報告に係る内部統制の継続的な整備・運用及
び評価を行い、不備が発見された場合は是正処置を講じる。また、「内部統制の4つの目的」として挙げられる他の３つの目的（業務の有効性及び
効率性、法令等の遵守、資産の保全）等について業務執行側として取り組むために「内部統制委員会」を整備・運用し、グループガバナンス体制
の強化を推進する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

レスターグループにおいて共通適用される具体的な行動規範として、「レスターグループ行動規範」を制定し、その中で反社会的勢力に対しては、
「市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関係を遮断します。」と定め、不当な要求等を受
けた場合には、弁護士、警察等と連携し、毅然たる態度で対応します。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



１．コーポレート・ガバナンス体制 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要を図示すると次のとおりです。 

 

 

２．適時開示に係る社内体制 

  当社の適時開示に係る社内体制の概要を図示すると次のとおりです。 

   

 


